
道から市町村への事務・権限移譲の状況
H19.11北海道企画振興部地域主権局

１ 事務・権限移譲の仕組み

H17.3「道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針」

＜道州制を展望して事務・権限を分類＞ ＜20年度移譲に向けた工程表＞

現在の道の事務・権限 H19.4 道から市町村へ移譲要望を照会

(事務･権限移譲リスト改訂版の提示)事務事業約1,200

権 限約4,000 H19.6 市町村から道への要望の回答

道と市町村との具体的な協議

～

道州の事務･権限 市町村への移譲対象 H19.11 市町村から同意書の提出

事務事業約1,000 事務事業約 200 H19.11 道各部・教育庁の特例条例の提案

権 限約2,000 権 限約2,000 市町村への事務引き継ぎ

～

H20.4 道から市町村への権限移譲

事務･権限移譲リスト

２ 移譲の件数 ３ 移譲予定権限が多い市町村

移譲年度 市 町 村 数 権 限 数 市町村名 権限数

１８ ６１ ６５７ ① 標 津 町 164

１９ １８０ ４９１ ② 北 斗 市 89

２０ １２８ ３２７ ③ 滝 川 市 80

※9月特別委員会報告(要望ﾍﾞｰｽ：64市町村334権限)との変更点

①要望の取り下げ：屋外広告物法(1市)、民生委員法(1町)、旅券法(1町)

②次回定例会以降で提案するもの：自然環境等保全条例(3市町)

③追加の移譲要請：中小企業等協同組合法(108市町村)、都市計画法(25市町)等

４ 移譲予定の概要

(1)市町村から自主的な移譲要望が多かったもの

法令名 最小基本単位名 市町村数

8鳥獣の保護及び狩猟 ニュウナイスズメの卵の採取等の許可に関する事務

7の適正化に関する法律 とがりねずみ科及びねずみ科に属する獣類の捕獲等の許可に関する事務

7旅券法 一般旅券の発給申請受理・交付に関する事務

3母子保健法 低体重児の出生の届出の受理及び未熟児の訪問指導に関する事務

3博物館法 博物館の登録等に関する事務

3社会教育法 法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関する事務

3北海道文化財保護条例 道指定有形文化財の指定等に関する事務

各3農地法 農地等の権利移動の許可、転用許可、賃貸借の解約に関する事務

(2)道から市町村へ移譲要請を行った主なもの

法令名 最小基本単位名 市町村数(移譲済み)

5 (175)鳥獣の保護及び狩猟 鳥獣の有害捕獲許可に附帯する事務

5 (175)の適正化に関する法律 鳥獣の飼養登録に附帯する事務

21 (122)浄化槽法 浄化槽設置の届出の受理等及び浄化槽管理者に

対する浄化槽法定検査受検等の指導等に関する事務

24 ( －)高齢者、障害者等の移動等 特定路外駐車場の設置等に関する事務

の円滑化の促進に関する法律

108 ( －)中小企業等協同組合法 組合の設立及び共済規程の認可等に関する事務




